
国民健康保険組合の概要

○ 同種の事業又は業務に従事する従業員を組合員として組織された

国民健康保険法上の公法人

○ 被保険者は、組合員とその世帯に属する者

○ 平成１９年度末の組合数及び被保険者数

① 医師、歯科医師、薬剤師 ９２組合 被保険者 ７０万人

② 建設関係 ３２組合 被保険者 ２１３万人

③ 環境衛生営業等一般業種（全国土木含む） ４１組合 被保険者 １０１万人

合 計 １６５組合 被保険者 ３８４万人
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国民健康保険・政府管掌健康保険・組合管掌健康保険の比較

※1 （ ）内は70歳以上の者を除いた場合。

※2 平成20年3月末現在。65歳以上の寝たきり老人を含む。

※3 市町村国保は旧ただし書き方式による課税標準額であり、政管建保、組合健保は標準報酬をもとに賞与月数、給与所得控除等を見込んで推計したもの。

※4 国保組合は平成15年平均課税標準額。このうち建設業関係の国保組合に限れば、１５１万円。

※5 平成18年度決算を基に作成。保険料額には介護分を含まず。また、政管健保、組合健保は1被保険者当たりの額であり、（ ）内は事業者負担分を含む。

※6 国、都道府県、市町村による負担。この他、市町村一般会計からの繰入れあり（約4800億円）。

※7 国保組合には、このほか特別対策費補助金などの国庫補助あり。平成9年9月以降、健保の適用除外承認を受けた組合特定被保険者は、給付費等の13.0％
※8 老人保健対象者を（国保は退職被保険者等も）除いた数値である。

市町村国保 国保組合 政管健保 組合健保

加入者数

（20年3月末）
４，６８８万人 ３８４万人

３，６２９万人

本人 1,981万人

家族 1,649万人

３，０８６万人

本人 1,587万人

家族 1,499万人

加入者平均年齢

（19年度）※１

５６．１歳

（４５．０歳）

４１．２歳

（３７．５歳）

３７．６歳

（３５．２歳）

３４．５歳

（３３．３歳）

老人加入割合 ※２ ２２．６％ ５．８％ ３．８％ １．６％

平均標準報酬月額（19年3月末） ― ― ２８．３万円 ３７．０万円

１世帯当たり年間所得

（18年度推計）※３
１３１万円 ２９１万円※４ ２２９万円程度 ３７０万円程度

１世帯当たり保険料調定額

（18年度）※５
１４．３万円 ２８．５万円

１５．８万円

（３１．５万円）

１７．１万円

（３８．２万円）

公費負担（医療分）
概ね給付費等の56％

※６

給付費等の

32～55％ ※７

給付費等の13.0％
（老健拠出金は16.4％）

定額（予算補助）

平成21年度予算（国） ２兆８，４３５億円 ３，０２７億円 ９，６３５億円 ２８億円

１人当たり診療費

（18年度） ※８
１７．７万円 １２．９万円 １１．６万円 １０．２万円
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国民健康保険組合に対する国庫補助の現状

定率分（32％：2,167億円）

組合普通調整補助金（0～23％：800億円）

組合特別調整補助金（230億円）
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※平成9年9月以降、健保の適用除外承認を受けて加入した者に係る定率分の補助率は、
若人医療給付費13.0％、後期高齢者支援金・介護納付金16.4％

国
庫
補
助
対
象
外

300人以上
事業所の
本人・家族

300人未満
事業所の
本人・家族

全国土木建築
国保組合

0％組合
（68組合）
医師 47
歯科医師16
薬剤師 3
その他 2

3％組合
（9組合）

歯科医師 4
薬剤師 5

5％組合
（9組合）

歯科医師 6
薬剤師 1
その他 2

8％組合
（14組合）

歯科医師 1
薬剤師 7
その他 6

10％組合
（6組合）

薬剤師 1
その他 5

13％組合
（11組合）
建設業 7
その他 4

15％組合
（13組合）
建設業 4
薬剤師 1
その他 8

18％組合
（22組合）
建設業 11
その他 11

20％組合
（9組合）

建設業 7
その他 2

23％組合
（3組合）

建設業 3

１．平成9年9月1日以降、健康保険の適用除外承認を受けて、新規に国保組合に加入する者及びその家族（組合特定被保険者）に
対する補助率は、協会けんぽと同じ（若人13.0％、後期・介護16.4％）。

⇒ このため、国保組合に対する実際の定率分の補助率は、年々低下。

２．全国土木建築国保組合の平成9年9月1日以前からの加入者の家族に対する補助率は、事業所の規模にかかわらず、32％。 3



財政調整の
ための補助金
（1％～20％）

定率補助
（32％）

組合特定被保険者（注）
（13％）

（注）組合特定被保険者：平成9年9月以降、健康保険の適用除外承認を受けて加入した者（平成9年改正）

財政調整の
ための補助金
（0％～23％）

定率補助
（32％）

組合特定被保険者（注）
（13％）

見直し

（参考）平成18年度における国保組合への国庫補助の見直し

○ 国保組合の財政力に応じて交付される財政調整補助金の配分方法を、より財政調整効果を高
める方向で見直し（５段階から１０段階へ）

⇒ 所得の高い医師や弁護士等の国保組合の財政調整補助金はゼロに。

※ 平成9年9月以降、健康保険の適用除外承認を受けて加入した者に係る給付費や後期高齢者支援金等に対
する補助率は、協会けんぽと同じ（給付費13.0％、後期高齢者支援金16.4％）
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